
 

総合口座〔商品説明書〕 

 

項 目 内   容 

１．商品名 総合口座 

２．対象科目 普通預金・定期預金・公共債 

３．ご利用いただける方 原則、満 18歳以上の個人のお客さま 

４．期間  

５．預入  

６．払戻方法  各お取引については、商品説明書または契約締結前交付書面をご参照ください。 

７．利息  

８．手数料  

９．付加できる特約事項 

（１） 総合口座当座貸越 

    普通預金の残高を超えて払い戻しや各種料金等の口座振替の請求があった 

     場合、総合口座にセットした定期預金（スーパー定期、スーパー定期 300、大口 

    定期、期日指定定期預金、変動金利定期預金、据置定期預金）（以下、「担保定期 

    預金」といいます）や公共債（個人向け国債、利付国債、政府保証債、地方債、 

    割引国債）（以下、「担保公共債」といいます）があれば、不足額を自動的に融資 

    （当座貸越）いたします。普通預金に預入があると、自動的に返済となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ②貸越利率 

  ・定期預金… 担保定期預金の約定利率に年 0.5%を上乗せした利率 

  ・公共債… 店頭掲示の総合口座貸越利率表記載の貸越利率 

 ③付利単位… 100円 

 ④利息計算方法 

   貸越発生日から返済日前日まで、毎日最終残高の累計額（積数）×貸越利率× 

   1/365（円未満切捨て）で計算します。 

 ⑤利息支払時期 

  ・毎年 2月および 8月に普通預金から引き落とし、または貸越残高に組み入れます。 

  ・担保となる定期預金の残高がゼロになった場合、または総合口座の解約時にはその 

   時点で清算します。 

 ⑥その他 

   担保定期預金が 2口以上ある場合、貸越利率は低利率のものから適用します。 

１０．中途解約時の取り扱い 各預金の規定に従います。 

１１．金利情報の入手方法 窓口へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。 

１２．その他参考となる事項 この預金は、預金保険の対象となり同保険の範囲内で保護されます。 

１３．当行が契約している 

   指定紛争解決機関 

全国銀行協会 

 連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570‐017109または 03‐5252‐3772 

                2022年 4月 1日現在 

①貸越極度額 

種類 貸越極度額 最高貸越限度額 

定期預金（自動継続扱い） 預金合計の 90% 最高 500万円 

公共債 

個人向け国債 

額面合計の 80% 
最高 200万円 

利付国債 

政府保証債 

地方債 

割引国債 額面合計の 60% 

 


